
 
広
島
県
中
山
間
地
域
等
従
事
医
師
奨
学
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
中
山
間
地
域
等
従
事
医
師
奨
学
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
中
山
間
地
域
等
従
事
医
師
奨
学
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
の
医
療
に
恵
ま
れ
な
い
地
域
」
を
削
り
、
「
専
攻
す
る
者
又
は
」
を
「
専
攻
す
る
四
学
年
以

上
の
者
、
」
に
、
「
専
攻
す
る
者
で
」
を
「
専
攻
す
る
者
又
は
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号

）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
（
以
下
「
臨
床
研
修
」
と
い
う
。
）
を
修
了
後
、
医
療
機

関
に
お
い
て
専
門
分
野
に
お
け
る
研
修
と
し
て
知
事
が
認
め
る
研
修
（
以
下
「
後
期
研
修
」
と
い
う
。
）
を

受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
後
期
研
修
医
」
と
い
う
。
）
で
」
に
、
「
修
学
上
」
を
「
修
学
又
は
研
修
の
た
め

に
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
者
又
は
」
を
「
四
学
年
以
上
の
者
、
」
に
改
め
、
「
研
究
科
を
専
攻
す
る
者
」
の
下

に
「
又
は
後
期
研
修
医
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
学
業
優
良
」
を
「
学
業
又
は
研
修
の
成
績
が
優
良
」

に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

奨
学
金
の
貸
付
け
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
奨
学
生
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定

を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
月
額
二

十
万
円
を
限
度
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

大
学
に
お
い
て
医
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
す
る
四
学
年
以
上
の
者
又
は
大
学
院
に
お
い
て
医
学
に

関
す
る
研
究
科
を
専
攻
す
る
者
の
場
合 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
の
日
（
次
号

に
お
い
て
「
貸
付
決
定
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
か
ら
奨
学
生
が
当
該
大
学
を
卒
業
し
、
又
は
大

学
院
の
課
程
を
修
了
す
る
日
（
留
年
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
大
学
又
は
大
学
院
の
通
常
の
修
業

年
限
が
満
了
す
る
日
）
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間 

二 

後
期
研
修
医
の
場
合 

貸
付
決
定
日
の
属
す
る
月
か
ら
奨
学
生
が
後
期
研
修
を
修
了
す
る
日
（
補
修

が
必
要
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
後
期
研
修
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
（
以
下
「
後
期
研
修
先
医
療

機
関
」
と
い
う
。
）
の
通
常
の
研
修
期
間
が
満
了
す
る
日
）
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
又
は
貸
付
決
定

日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間 

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
大
学
又
は
大
学
院
」
を
「
大
学
の
学
部
長
若
し
く
は
大
学
院
の
研
究
科
長
又

は
後
期
研
修
先
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
者
」
の
下
に
「
又
は
後
期
研
修
医
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
第
四
項
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
大
学
又
は
大
学
院
」
を
「
大
学
の
学
部
長
、
大
学
院
の
研
究
科
長
又
は
後
期
研
修
先

医
療
機
関
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
受
け
た
と
き
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
在
職
す

る
後
期
研
修
先
医
療
機
関
を
休
職
し
た
と
き
若
し
く
は
停
職
処
分
を
受
け
た
と
き
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
学
業
成
績
」
を
「
学
業
若
し
く
は
研
修
の
成
績
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
前
段
中
「
日
又
は
」
を
「
日



若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
受
け
た
日
」
の
下
に
「
又
は
休
職
を
開
始
し
た
日
若
し
く
は
停
職
処
分
を
受
け
た

日
」
を
、
「
解
除
さ
れ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
復
職
し
た
日
若
し
く
は
停
職
処
分
が
解
除
さ
れ
た
日
」
を
加

え
、
「
学
業
成
績
」
を
「
学
業
若
し
く
は
研
修
の
成
績
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
停
学
処
分
」
の
下
に

「
又
は
停
職
処
分
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
停
学
処
分
」
の
下
に
「
又
は
停
職
処
分
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
（
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
い
い
、
研
修
期
間
が
、
二
年
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
臨

床
研
修
を
」
を
「
臨
床
研
修
又
は
後
期
研
修
を
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

奨
学
生
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
奨
学
生
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
は
、
奨
学
金
の

返
還
を
完
了
し
、
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金
の
返
還
の
免
除
を
受
け
る
ま
で
、
別
記
様
式
第

十
号
に
よ
る
届
書
に
当
該
届
出
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

大
学
に
お
い
て
医
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
す
る
四
学
年
以
上
の
者
又
は
大
学
院
に
お
い
て
医
学
に

関
す
る
研
究
科
を
専
攻
す
る
者
と
し
て
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
、
又
は
受
け
て
い
た
者
の
場
合 

次
の

イ
か
ら
チ
ま
で
に
該
当
す
る
と
き
。 

 

イ 

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

ロ 

大
学
又
は
大
学
院
を
休
学
し
、
転
学
し
、
退
学
し
、
卒
業
し
、
若
し
く
は
修
了
し
、
又
は
大
学
若

し
く
は
大
学
院
に
留
年
し
、
若
し
く
は
復
学
し
た
と
き
。 

 

ハ 

大
学
又
は
大
学
院
に
お
い
て
停
学
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

 

ニ 

臨
床
研
修
を
開
始
し
、
休
止
し
、
中
止
し
、
若
し
く
は
修
了
し
、
若
し
く
は
臨
床
研
修
の
通
常
の

研
修
期
間
を
超
え
、
又
は
臨
床
研
修
を
行
つ
て
い
る
病
院
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

ホ 

後
期
研
修
を
開
始
し
、
休
止
し
、
中
止
し
、
若
し
く
は
修
了
し
、
若
し
く
は
後
期
研
修
の
通
常
の

研
修
期
間
を
超
え
、
又
は
後
期
研
修
を
行
つ
て
い
る
病
院
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

ヘ 

中
山
地
域
等
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
（
臨
床
研
修
及
び
後
期
研
修
を
行
つ
て
い
る
者
を
除
く
。

ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
業
務
を
開
始
し
、
又
は
当
該
医
師
と
し
て
の
職
を
退
職
し
た
と
き
。 

 

ト 

医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
す
る
中
山
間
地
域
等
医
療
機
関
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

チ 

保
証
人
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
た
と
き
、
若
し

く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
。 

二 

後
期
研
修
医
と
し
て
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
、
又
は
受
け
て
い
た
者
の
場
合 

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
該
当
す
る
と
き
。 

 

イ 

前
号
イ
、
ヘ
、
ト
又
は
チ
に
該
当
す
る
と
き
。 

 

ロ 

後
期
研
修
を
休
止
し
、
中
止
し
、
若
し
く
は
修
了
し
、
若
し
く
は
後
期
研
修
の
通
常
の
研
修
期
間

を
超
え
、
又
は
後
期
研
修
を
行
つ
て
い
る
病
院
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

ハ 

後
期
研
修
先
医
療
機
関
を
休
職
し
、
退
職
し
、
又
は
当
該
医
療
機
関
に
復
職
し
た
と
き
。 

 

ニ 

後
期
研
修
先
医
療
機
関
で
停
職
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
臨
床
研
修
」
の
下
に
「
又
は
後
期
研
修
」
を
加
え
、
「
含
ま
な
い
」
を
「
除
く
」

に
改
め
る
。 



 
第
十
五
号
中
「
奨
学
生
は
、
大
学
又
は
大
学
院
に
在
学
中
、
毎
学
年
末
」
を
「
大
学
又
は
大
学
院
に
在
学

す
る
奨
学
生
は
毎
学
年
末
」
に
、
「
毎
年
」
を
「
、
後
期
研
修
先
医
療
機
関
に
在
職
す
る
奨
学
生
は
健
康
診

断
書
を
、
毎
年
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
、 

 

学
 
 
 
科

 
 
 
大
学
 
 
 
部

 
学
進
学
課
程

（
 

 回
生
）

 
名
 
 
 
 
 
称

 
 
 
 
大
学
院

 
研

究
科

 
 
 
 
 

（
 

 課
程
）

 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 

 
 

所  属  大  学  等

専
門

課
程

進
学

 
 
 
 
 
 
 

 
（
予
定
）
年
月
日

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

卒
業
予
定

 
年

月
日

 
 
 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

「 

 
」

を

 
 

学
 
 
 
科

 
 
 
大
学
 
 
 
学
部

 
学
進
学
課
程

（
 

 学
年
）

 

 
 
 
大
学
院

 
研

究
科

 
 
 
 
 

（
 

 課
程
）

 
名
 
 
 
 
 
称

 

 
科

 
 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 

 
 

所     属     等 

卒
業

又
は

修
了

 
 
 
 
 
 
 

 
（
予
定
）
年
月
日

 
年
 
 
月
 
 
日

 

「 

 
」

に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
中 

 

学
 
 
 
科

 
 
 
 
 
大
学
 
 
 
学
部

 
学
進
学
課
程

 
所

属
大

学
等

の
 

名
 
 
 
 
 
 
 
称

 
 
 
 
 
大
学
院

 
研
 
究
 
科

 

「 

 
」

を

 
 

 
学
 
 
 
科

 
 
 
 
 
大
学
 
 
 
学
部

 
学
進
学
課
程

 
所

属
の

名
称

 
 
 
 
 
大
学
院

 
研
 
究
 
科
 

 
 

 
科

 

「 

 
」

に

 

改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

卒
業
後
又
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
後

 
卒
業
（
大
学
院
の
課
程
を
修
了
，

 
後
期
研
修
を
修
了
）
後

 


